
 

 

 
 

舞鶴市原子力災害住民避難計画 
【概要版】（平成 28 年 3 月改正） 岡田小学校区（E、F ゾーン） 

防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲 

避難指示区域 

（ゾーン） 

●高浜発電所からの距離に応じて、概ね５㎞ごとに７つ

の避難指示区域（ゾーン）を設定し、段階的に避難

を実施する。 

●大飯発電所の事故を想定したゾーンも、高浜発電所と

同様とする。 

◆予防的防護措置を準備する区域（ＰＡＺ） 

高浜発電所から概ね５km の地域 

（Aゾーン） 
原子力発電所の事故が起きた場合、 

放射性物質の放出前に直ちに避難する区域 

発電所 対象地域 

高浜 松尾、杉山 

※ＰＡＺに準じた防護措置を行う地域 

避難経路を考慮し、ＰＡＺに準じた

避難等を行う地域（A-2 ゾーン） 
発電所 対象地域 

高浜 
大山、田井 

成生、野原 

◆緊急時防護措置を準備する区域（ＵＰＺ） 

●高浜発電所から概ね 30km の地域(Ｂ～Ｆゾーン) 
●大飯発電所から概ね 32.5km の地域(Ａ～Ｄゾーン) 

避難、屋内退避、安定ヨウ素剤の予防服用等の計画を事前

に立てる必要がある区域 

大浦地区全域、東地区全域、中地区全域、西地区（野村寺、

城屋、高野台、上福井を除く）、加佐地区（蒲江、油江、東

神崎、西神崎） 

発電所 対象地域 

 

大飯 

 

高浜 舞鶴市域全域（松尾、杉山を除く） 

※高浜発電所の UPZ には、「PAZ に準じた防護措置を行う地域」を含む 

避難中継所・避難先 

①福知山市三段池公園＜西方面、南方面＞ 

福知山市猪崎３７７－１ 

避難が必要な場合は、事故の状況や風向き

などを考慮し、西方面、南方面のどちらに避

難を行うか判断し、舞鶴市から連絡します。 

必ず避難中継所に立ち寄りましょう 

避難時には必ず避難中継所に立ち寄り、避

難退域時検査、除染を受け、検査済証を受け

取り、避難先へ向かいましょう。避難退域時

検査、除染は避難者の健康被害の低減や避難

先への２次汚染を防止するため、非常に重要

です。 

②長田野公園体育館＜西方面＞ 

福知山市長田野町２丁目 

③京都府立丹波自然運動公園＜南方面＞ 

避

難

先 

南方面避難経路 

西方面避難経路 

南方面(京都府) 

京都市、宇治市 

城陽市、向日市 

西方面(兵庫県、徳島県) 

神戸市、尼崎市、西宮市、淡路市 

鳴門市、松茂町、北島町 

京丹波町曽根崩下代１１０－７ 

避

難

中

継

所 

舞

鶴

市 

※避難のイメージは 4ページをご覧ください。 



 

【西方面】岡田小学校区避難先マップ 
  

ｿﾞｰﾝ 自治会等 
避難時 

集結場所 

避難 

中継所 

避難先 

市町(区)名 
拠点 

避難所 避難所 

Ｅ 

長谷、上漆原、下漆原、下見谷 

岡田小学校 

福知山三段池公園 

西宮市 － 

●神原小学校 

河原、富室、岡田由里、大川 ●大社中学校 

久田美 ●苦楽園中学校 

真壁 ●苦楽園小学校 

志高 ●西宮北高等学校 

F 

上村、宇谷、小原、ライフ・ステージ舞夢 

加佐中学校 淡路市 － 

●岩屋体育センター 

桑飼下 
●旧尾崎小学校体育館 

（尾崎体育センター） 

地頭、西方寺 ●津名体育センター 

小俣、滝ヶ宇呂 
●青少年センター 

（柳沢体育センター） 

大俣 
●旧野島小学校体育館 

（野島体育センター） 

●避難所については、施設の名称や住所の変更等の理由により、舞鶴市原子力災害住民避難計画（平成２８年３月

改正）から平成２９年３月時点で一部修正している施設があります。 

●避難が必要な場合は、舞鶴市及び京都府が、まず避難先市町が被災していないか、避難施設が受入可能かなどを

確認し、避難を実施することになります。 

 



 

 

【南方面】岡田小学校区避難先マップ 
 

ｿﾞｰﾝ 自治会等 
避難時 

集結場所 
避難中継所 

避難先 

市町(区)名 
避難所 

Ｅ 

長谷 

岡田小学校 

福知山市三段池公園 向日市 

●勝山中学校 

上漆原、下漆原、下見谷、河原 ●市民体育館 

富室 ●勝山中学校 

岡田由里 ●市民体育館 

久田美、真壁、志高、大川 ●向日町競輪場 

Ｆ 

上村 

加佐中学校 

●向日町競輪場 

宇谷、小原 ●向日市温水プール 

桑飼下 ●市民体育館 

地頭 ●西ノ岡中学校●寺戸中学校 

小俣 ●向日市温水プール 

大俣 ●向陽高等学校 

滝ヶ宇呂、ライフ・ステージ舞夢 ●向日町競輪場 

西方寺 ●老人福祉センター桜の径 

●避難所については、施設の名称や住所の変更等の理由により、舞鶴市原子力災害住民避難計画（平成２８年３月

改正）から平成２９年３月時点で一部修正している施設があります。 

●避難が必要な場合は、舞鶴市及び京都府が、まず避難先市町が被災していないか、避難施設が受入可能かなどを

確認し、避難を実施することになります。 

 



 

【避難等の考え方】 
  

ゾーン 警戒事態 施設敷地緊急事態 全面緊急事態 放射性物質の放出 

Ａ 

Ａ－２ 

(ＰＡＺ) 

・外出を控える（帰宅） 

・要配慮者避難準備 

・観光客等は市外退去 

・要配慮者避難開始 

・住民避難準備 

・安定ヨウ素剤の準備 

・今後の指示・情報に留意 

・住民避難開始 

・安定ヨウ素剤の服用 
 

Ｂ、Ｃ 

Ｄ、Ｅ 

Ｆ 

（ＵＰＺ） 

・今後の情報等に留意 

・観光客等は市外退去 

・屋内退避準備 

・今後の指示・情報に留意 

・屋内退避 

・今後の指示・情報に留意 

【緊急時モニタリング】 

・20μ㏜/ｈ（ＯＩＬ２）※ 

→１週間程度内に避難を実施 

・500μ㏜/ｈ（ＯＩＬ１）※ 

→１日以内に避難を実施 

・安定ヨウ素剤の配布・服用 

※ＯＩＬ（運用上の介入レベル）…緊急時モニタリングの測定値等の実測された結果と照らし合わせて、住民への必要な

防護措置（避難等）を実施するための基準 
（注）大飯発電所で事故が発生した場合は、上段のＡ，Ａ-2 ゾーンはＵＰＺとなりますので、下段のＵＰＺの行動を行っ

てください。 

 

【屋内退避時の行動】 
 

 

 

 

 

 
 

【避難時の行動】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

平成 2９年３月発行 舞鶴市危機管理室 危機管理・防災課 電話 0773-66-1089 

自家用車 

バス等 

バス等 

自家用車 

自家用車 

(原則乗り合わせ) 

バス・タクシー 

自家用車（原則乗り合わせ） 

バス等 

徒歩 

バス等 

バス等 

バス・徒歩等 

バス・徒歩等 

避難所 

避難所 

●避難時集結場所等で避難カードを提出しましょう。 

●必ず避難中継所に立ち寄り、避難退域時検査、除染を受けましょう。 

●避難退域時検査、除染が完了したら検査済証を受け取り、避難先に向かいましょう。 

●自家用車での避難は、極力、地域で乗り合わせてください。避難先には保管場所が確保されていません

ので、避難中継所か車両一時保管場所にて保管してください。原則、避難先へ直接乗り入れることはで

きません。 

避難元地域 避難先地域 
重点区域（UPZ）境界周辺 

（避難経路上） 

避難所 

避難所 

Point 
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両
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保
管
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●避難カード

の提出 

●安定ヨウ素

剤の配布・

服用 
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避難のイメージ 

●建物に入る前に、衣服
に付着しているちりや
ほこりを落としましょ
う。 

●外で着ていた衣服を脱
いでビニール袋に入れ
るなど、放射性物質の
拡散を防ぎましょう。 

●テレビ、ラジオ、防災行政無線、広報車などによる正確な最新情報に注意しましょう。 
●避難カードに記入漏れなどが無いか、持出品に不足が無いか確認をしましょう。 
●外部被ばくを軽減するよう、長袖、長ズボン、雨合羽、手袋、帽子などで肌や髪の毛をお
おいましょう。 

●電気のブレーカーを切り、ガスの元栓を閉めるなど安全点検をしましょう。 
●戸締りを忘れずにしましょう。 
●ご近所に声をかけ合い、落ち着いて避難時集結場所や避難中継所に向かいましょう。 
●放射性物質を体内に吸い込まないよう、マスクをしたり、タオルやハンカチで口や鼻をお
おいましょう。 

●家族全員が避難したら、避難完了の目印として玄関先などに白いタオルを掲出しましょう。 

●帰宅後は、顔や手を洗い、うがいをしましょう。 
●すべての窓やドアを閉め、換気扇を止めて外気を遮断し、放射性物質の

侵入を防ぎましょう。 
●テレビ、ラジオ、防災行政無線、広報車などによる正確な最新情報に注意

しましょう。 
●避難カードへの補足事項の記入や持出品（貴重品、携帯電話、常備薬、着

替えなど）の準備をしましょう。 


